
【変更前】 

【居住誘導区域】 

市街化区域のうち、工業系用途地域（工業専用地域、工業地域）を除外した区域 

 

 

【都市機能誘導区域】 

居住誘導区域のうち、都市機能の集約や公共交通の利便性が確保され、かつ、都市基盤が整備され

ている、外前野地区地区計画区域（工業系用途地域を除く） 

 

【変更後】 

【居住誘導区域】変更あり 

市街化区域のうち、工業系用途地域（工業専用地域、工業地域）及び松伏記念公園、松伏総合

公園、中央公民館、松伏町Ｂ＆Ｇ海洋センターを含む一体のエリアを除外した区域 

 

【都市機能誘導区域】変更なし 

居住誘導区域のうち、都市機能の集約や公共交通の利便性が確保され、かつ、都市基盤が整備されて

いる、外前野地区地区計画区域（工業系用途地域を除く） 
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